
む会
費圃

第145巻 第1・2号

日 本 に お け る メ ー カ ー と サ プ ラ イ ヤ ー と の 関 係 … … ・・浅

同 種 性 と構 造 同 等 性 ・・… ・・・・… … ・・・… … … … … ・・… ・長

日米 同 盟 下 の 両 国 半 導 体 競 争 … … ・・・… … ・… 桑

途 上 国 累 積 債 務 問 題 の 先 鋭 化 と ア メ リ カ

多 国 籍 銀 行 の 蓄 積 行 動 ・… ・・・・・… … …'井

第 一 次 大 戦 ま で の 地 方 銀 行 の 支 店 展 開 ・・・… … ・… ・・東

シ ル パ ー ピ ジ ネ.ス と老 人 福 祉 ・…"八

イ ギ リス 中 世 炭 鉱 リ ー ス の 諸 特 徴 ・・・・… … 加

香 港 経 醗 展 の 研 究 序 説 一 … … 一 ・・・・・・… 一 ・・ …"個

自 発 的 デ ィス ク ロ ー ジ ャ ー と 経 営 者 の 意 識 性 … ・ ・… 櫻

StepbyStepMethod・ ・… … … ・・・… … … … ・… … … ・吉

解 釈 理 論 か ら み た ケ ネ ー の 政 治 経 済 思 想 ・・・・… … ・森

東 京 金 融 先 物 市 場 の 開 設 と 金 融 革 新 … … ・… … … ・… 高

1

46

73

里

勝

弘

萬

政

義

沼

屋

田

博

弘

正

弘

平

雄

明

泰

求

憲

一

和

照

雅

邦

英

上

木

藤

田

田

岡

100

118

151

169

188

216

236

255

275

平 成2年1・2月

:察郡 内 鼻 紙 …齊 學 會



経済論叢(京 都大学)第145巻 第王・2号,1990年1・2月

途上国累積債務問題の先鋭化 と

アメ リカ多国籍銀行の蓄積行動

一 途上国累積債務問題に対する多国籍銀行の対応 とアメリカの政策①一

井 上 博

は じ め に

1960年 代か ら多国籍企業 とともに世界的規模での利潤追求を展開 したアメリ

カの多国籍銀行は,1970年 代後半以降 ユーロ市場に流入 したオイル ・マ不一

をシンジケー ト・ローンの形態で発展途上国に貸付けてきた。そして70年 代の

終わ り頃には日欧の民間銀行の国際業務の拡大によって途上国貸付競争は激化

.し,一 層大量の資金が中所得途上国を中心に流入 したのである。 しかし,79年

の第二次石油ショックによる世界的不況の下で,非 産油途上国の経常収支赤字

は拡大 し,さ らに80年 代に入 りアメリカの高金利政策の採用によって債務途上

国は債務返済に困難をきた しはじめたのである。そして82年 のメキシコの債務

支払い困難の表明を契機 として,累 積債務問題が表面化 した。 これは.多 国籍

銀行による世界的な利潤追求の結果 として生みだされた経済的矛盾の具体的な

現れである。この矛盾は.単 に債務途上国の経済的危機だけにとどまらず,大

量の貸付を行 ってきたアメリカをはじめとする先進国民間銀行の経営危機,さ

らに国内金融制度の崩壊から国際金融危機へ と発展する危険性を もつ ものであ

った。

しか し,累 積債務問題は現在にいたるまで国際金融危機という深刻な事態に

陥ることなく推移 してきている。 したがって累積債務問題を検討する際 それ

を一般的に危機 としてとらえるのではなく.ア メリカによる危機回避政策がい

かに展開されたのか,そ の意義 と限界が明らかにされなければならない。その
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た め に は,そ れ らの政 策 が ア メ リカ多 国 籍 銀 行 の 資 本 蓄 積 と どの よ うな 関係 に

あ っ た の か を分 析 す る必 要 が あ る。
'

本 稿 の課 題 は,次 の こ と を 明 らか にす るこ とに あ る。 す なわ ち,1982年 の累

積 債 務 問 題 の表 面 化 に 際 して と られ た ア メ リ カの債 務 政 策 は,債 務途 上 国 に 緊

縮 政 策 を強 要 す る こ とで あ った が,こ う した政 策 は.直 接 には ア メ リカ多 国 籍

銀 行 の 危機 回 避 と新 た な蓄 積 行 動 を支 持 し促 進 す るた めの 対 応 で あ り,ア メ リ

カ多 国 籍 銀 行 の蓄 積 に とっ て の制 限 を克 服 す るた めに 実 施 され た必 然 的 な 政 策

で あ る とい う こと,し か し同時 に そ う した政 策 が 多 国 籍 銀 行 に よ る競 争 の な か

で,債 務 問 題 を解 決 す る こ とな く矛 盾 を深 化 させ る過程 で もあ った とい う こ と

で あ る。

1・アメリカ多国籍銀行の途上国貸付と リスクの分散

1970年代における途上国への先進諸国からの資本の流入は.公 的資金に比べ

て民間資金の割合の増大をその特徴の一つとしていた。マ3年のOPEC諸 国に

よ る原 油価 格 の値 上 げ は.OPEC諸 国 へ の 大 幅 な貿 易 黒 字 を生 み 出 した。 こ

う した オ イル ・ダ ラー の多 くは,ユ ー ロ市場 に預 金 され,ア メ リカ を 中心 と し

な多 甲籍 銀 行 に よ って ユ ー ロ ・シ ソ ジ を 一 ト ・ロ▽ ン の形 態 で,石 油価 格 の上

昇 に よ って経 常 収 支 赤 字 を大 幅 に拡 大 した 非 産 油 発 属 途 上 甲 へ と貸 付 嬬 られ た 。

79年 の第 二 次 石油 シ ョ ックは,非 産 油 途 上 国 の経 常 収 支 赤 字 を さ らに増 大 させ,

多 国籍 銀 行 の 国際 貸付 業 務 の競 争 の激 化 に よ って,途 上 国 へ の銀 行 融 資 は 一 層

拡大 した の で あ る1》。

1975年 に1730億 ドル で あ っ た発 展 途 上 国 の長 期 債 務 額 は,82年 には5860億 ド

ル に ま で増 大 した。 そ の うち 民 間 銀 行 融 資 残 高 ほ75年 の460億 ドル か ら82年 の

2440億 ドル に増 大 し,総 長期 債 務 残 高 に 占 め る割 合 は75年 の26.6%か ら82年 に

は41.6%に まで 高 ま った(表1)。 これ は 民 間 銀 行 融 資 が こ の時 期 に いか に急

ユ)こ の過程について詳 しくは,奥 田宏司 「国際金融市場 と途上国債務累積危機」 『アジア ・ア7

リカ研究』第3船 号,1987年1月.2～27ペ ージを参照。.
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表1債 務 途 上 国 の長 期 債 務 とそ の 源 泉 (単 位,ユ0億 ドル)

1.OECD

A.ODA

B.輸 出 信 用

C.金 融 市 場

銀 行 融 資

債 券

D.他 の 民 間 資 金

H.多 国 間

皿.非OECD諸 国

長期債務合計
銀行融資の占める割合%

途上国合計

1975年

131

34

40

51

46

5

6

21

21

173

26.6

1982年

460

59

126

265

244

21

11

75

50

586

41.6

中所.得上 位 途上 国

(uppermiddle
income)

1975年

5

0

7

3

9

4

4

0

6

8

1

2

4
凸

3

1

101
38.6

1982年

314

13

80

212

194

18

9

26

11

351

55,3

中所得上位途上

に占め る割合%

64.968.3

29.422.0

60.063.5

84.380.0

84.879.5

80.085.7

66,781.1

47.634.7

28.622.0

58.459.9

(出所)OECD.FinancingandExternalDebtofDevelopingCountries1985Survey,ユ986.

PP,62,68よ り作成。

速 に拡 大 した か を示 して い る。

同時 に こ う した 民 間銀 行 融 資 は,ご く一 握 りの 中所 得 途 上 国 に集 中的 に行 わ

れ た。OECD統 計 の分 類 に よ る と,中 所 得 上 位(uppermiddle-income)10

力国(ア ル ゼ ンチ ン,ブ ラ ジル,チ リ,コ ス タ リカ.エ クア ドル,メ キ シ コ,

パ ナ マ,ウ ル グア イ,ベ ネ ズエ ラ,ユ ー ゴス ラ ビア)だ け で,82年 には 途上 国

長 期 債 務 残 高 の59.9%を 占 め,さ らに民 間銀 行融 資残 高 は79.5弩 に も及 ぶ の で

あ る(表1)。 この こ とは後 述 す る よ うに,特 定 の 巨 大債 務 国 の債 務 返 済 困 難

が,債 権 銀 行 の経 営 危 機,国 際 金融 危機 へ と発展 す る危 険 性 を 持 つ 一 つ の根 拠

と され て い る の で あ る。

他 方,債 権 銀 行 の側 にお い て も少 数 の 銀行 に よ る独 占的 融 資 が 行 わ れ てい た。

こ う した 独 占 的地 位 を 占 め て い た の は ア メ リ カの 多 国 籍 銀 行 で あ っ た。 しか し,

特 定 の銀 行 に よる 途上 国貸 付 の 集 中 は,貸 付 に伴 う リス ク の集 中 を も意 味 して

い る。70年 代 後 半 に は 途上 国貸 付 に 対 す る量 的 限 界 と リス クの 集 中 に直 面 した

ア メ リカ 多 国 籍銀 行 は,そ の対 策 を迫 られ る こと に な った 。 ∫.P.モ ル ガ ンは



途上国累積債務問題の先鋭化 とアメリカ多国籍銀行の蓄積行動(⊥03)103

1975年9月,76年12月 に早 く も国際 融 資 に お け る商 業 銀 行 の 能 力 が 限 界 に近 づ

い て い る こ とに 警 告 を発 して い た2)。 チ ェー ス ・マ ンハ ッタ ン銀 行 も77年2月

に対 外融 資 引 締 め 方 針 を発 表 し,同 年3月.パ ー ソズ連 邦 準 備 制 度 理 事 会 議 長

も米銀 の オ イル ・マ ネ ー還 流 の 仲 介 役 は 従 来 の よ うに は続 け られ な い と述 べ て

い た3>。

実 際,76年 以 降,大 手 米 銀 は 国 際 融 資 に対 して慎 重 路線 を と りは じめ た 。75

年 に途 上 国 貸 付 の54.5%を 占 め て い た米 銀 は,82年6月 に は36.7%ま で シ ェ ア

を低 下 させ た(表2)。 これ に対 して途 上 国融 資 で シ ェア を拡 大 し たの は 日欧

の民 間銀 行 で あ った 。 と りわ け 邦 銀 の場 合,米 銀 が慎 重 路線 を 展 開 し て い た

1977年 に対 外 融 資 規 制 が解 除 さ れ,急 速 にそ の国 際 融 資 を拡 大 した の で あ る 。

こ う した 日欧 銀 行 の 国 際 業 務 の 拡 大 は,一 面 では それ ぞれ の国 際競 争 力 の強 化

を意 味 して い るが,他 面 で は米 銀 の リス ク分 散 に組 み 込 ま れ て い く過程 で もあ

り,こ の こ とは 米 銀 が 日欧 の銀 行 を利 用 しっ っ国 際的 な資 金需 要 を 満 た し,自

らの 蓄 積 行 動 を展 開 し よ う とし た こ とを意 味 して い る とい うこ とが で き よ う。

表2途 上国向け銀行債権 (年 末,10億 ドル)

合 計 米 釧 非綴 鑑 識 欝 加の斧

1975年 62.7 34.3 28.5 54.5 N.A.

ユ976年 80.9 43.1 37.8 53.3 48.4

1977年 94.3 46.9 47.4 49.7 28.4

1978年 131.3 52.2 79.1 39.8 14.3

1979年 171.0 61.8 109.2 36.1 24.2

1980年 210.2 75.4 134.8 35.9 34.7

1981年 253.5 92.8 160.7 36.6 40.2

1982年6月 268.3 98.6 169.7 36.7 39.2

(出 所)U.S.Senate,InternationalDebt,・ 日earingsbeforetheSubcommitteeon

InternationalFinanceandMoneしaryPolicyoftheCo皿mitteeanBanking,

Housing,andUrbanAffairs,1983.p.3ユ2よ り 作 成 。

2)MorganGuarantyTrustCompany,WorldFinancialハfα 液 θ'5,September1975,December

1976.

3)"BumsWamsBanksonLDCLendingPace",AmericanHankeらMarch11,1977.
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表3米 銀規模別非OPEC途 上 国向け債権 (年 末,10億 ドル)

9大 銀 行 10-24位 銀 行 25位 以下銀行

債 権 レ ・ア% 債 倒 シ・ア% 債 倒 シ ェ ア%

1977年

1978年

1979年

1980年

ユ981年

1982年6月

30.0

33.4

39.9

47.9

57.6

60.3

64.0

64,0

64.6

63.5

62.1

61.2

B.8

9、9

11.3

14.2

17.4

19,0

18.8

19.0

18.3

18.8

18.8

19,3

8.1

8.9

10.6

13,3

17.8

19,3

17.2

17,0

17.1

17,6

19ユ

19.5

(出 所)U.S.Senate,OP.`鉱,PP.314,315よ り作 成 。

.同時 に リス ク分散 は ア メ リカ国 内 の対 中小 銀 行 との 関係 に お い て もみ る こ と.

が で き る。 途 ト国 貸 付 に お け る9大 銀 行 の 割合 は,77年 の64.0劣 か ら82年6月

の61.2%に 低下 す る一 方25位 以 下 の銀 行 は ユ7.2%か ら19.5%へ とそ の シ ェア

を増大 させ て い る(表3)。 しか し,シ ン ジ ケ ー ト ・ロー ン の組 成 に お け る主

幹 事銀 行 の 地位 や,そ れ に伴 う手 数 料 収 入 な どは大 手銀 行 に よ って 独 占 され て

い るの で あ り,シ ン ジ ケ ー ト組 成 能 力 を持 た な い 中 小銀 行 が 主 幹 事 銀 行 に な る

こ とは で きな い の であ る(表4)。 これ は,大 手 米 銀 が 中 小 銀 行 を も組 み 込 ん

だ 途 上 国 貸 付 を展 開 した こ とを示 す もの で あ る。

しか し,以 上 の よ うな大 手米 銀 に よ る途 上 国 融 資 の リス ク分 散 へ の 日欧 銀 行.

中 小 米 銀 の組 み込 み は,大 手米 銀 の 貸 付 リス クそ れ 自体 を根 本 的 に取 り除 く も

の で は な か った 。 米 銀 は82年 の 段 階 で も全 途 上 国 貸 付 の約37%を 占 め,9大 米

銀 は そ の 約60%を 占 め て い る。 また,貸 付 総 額 の中 で の割 合 の低 下 に もか か わ

らず,絶 対 額 で の 貸 付 残 高 は,そ の テ γ ポ を76年 以 降 低 下 さ せ た とは い え増 大

しつづけたのである。その結果,9宍 米銀の総資本に対する債務撃高は77年 末

の163%か ら82年6月 に.は222%に ま で増 大 した。 と りわ け債 権 額 の 大 きい アル

ゼ ンチ ン,ブ ラ ジ ル,メ キ シ コの3国 の み で 総 資 本 の100%を 超 えて い た(表

5)。 これ ば3国 が債 務 返済 不能 に陥 った 場 合 には,自 己 資 本 で損 失 を償 う こ

とが で き ない と とを意 味 して い る。



途 上国累 積債 務問題の先鋭化 とアメ リカ多 国籍銀 行の蓄積行動(105)105

表4ユ ー ロ ・シ ン ジ ケ ー ト ・ロ ー ン主 幹 事 ラ ンキ ン グ(1981年)

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

∩」

4
ヨ

5

1

1

1

1

1

6

7

6◎

9

0

1

1

1

1

2

主 幹 事 銀 行

ChaseManhattan*

Citicorp*

BankofAmerica*

MorganGuarantyホ

Nationa且Westminster

ManufacturersHanover*

BankofMontreal

BankersTrustCompany半

Loyds

Midland/CrockerNationalBank

RoyalBankofCanada/OrionRoyal

BankofNovaScotia

Barclays

東 京 銀 行

CreditSuisseFirstBoston

Continental皿linois*

CreditLyonnais

BanqueNationaledeParis

日本 興 業 銀 行

SchroderWagg

金 額

(100万 ドル)

22082.13

14439.96

10895.00

10168.05

5855.54

4894,59

4412.85

4147.94

3370.98

3235.71

3119.40

2490.11

2441.83

2320.20

2002,33

1966.14

1841.10

1695.93

1661,60

1564,83

ロー ンの数

140

157

140

78

102

116

65

57

109

159

103

81

77

102

21

4

5

5

0

2

5

7

5

5

1

80年

順位

2

1

4

10

5

8

3

26

12

15

6

21

25

22

17

37

7

20

一

34

(注)*は ア メ リカ商業銀行。

804r順 位 不 明は上位40行 に含まれてい なか7た 銀行。

(出所)Euromoney,February1982,PP.65.67よ り作成 。

表5米 銀 の 非OPEC途 上 国 む け債 権 (単 位,10億 ドル)

1朧 漫纏 行謙 行警 麟嘉 事ぢ1魏 ・・1,。小計
1977年 末

1978年 末

1979年 末

1980年 末

30.0372.5

33.4422.5

39.9486.1

47.9531.0

18.4

20.0

21.9

24,0

1

9

2

0

8

7

8

n
フ

1639841.833.2

1769.042,530.5

18213240.229.7

19917,539.237」9

84.8

82.0

83,1

94.6

1981年 末

1982年6月

57.6

60.3

564.6

566.3

26.1

27.1

10.2

10.6

220

222

19.9

19.6

40.6

43.5

44.4

49.4

105.0

112.5

(出 所)U.S.Senate.OP.o鉱,PP.314,316よO作 成 。
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も ちろ ん途 上 国貸 付 の 集 中 に よ る リス クの 増 大 が あ る と して も,そ れ は潜 在

的 な もの であ り,債 務 途 上 国 が 確 実 に債 務 返 済 を 実行 す る 限 り.そ れ 自体 が 銀

行 経 営 を悪 化 させ は し ない 。.だが,82年 の メ キ シ コを は じめ ブ ラジ ル,ア ル ゼ

ンチ ン な ど次 々 と債 務 返 済 困難 を表 明す るに い た り,ア メ リカ商 業 銀 行 及 び ア

メ リカ政 府 は そ の対 応 を迫 られ る こ とに な る。

11リ ーガン財務長官による債務対策提案

1979年 の第 二 次 石油 シ ョ ッ ク を契 機 と して 世 界 的 に 貿.易が 停 滞 し,さ らに 局

イ ン フ レ と ドル下 落 に 対 して ア メ リカは 金 融 引 き締 め に よ る高 金利 政 策.ド ル

高 政 策 へ と政 策 転 換 を行 っ た。 これ ほ世 界的 な不 況 を一 層 深 刻 に し,一 次 産 品 ヒ

価 格 の下 落 に よ り,非 産 油 途 上 国 の経 常 収 支 赤字 は拡 大 した 。 また,銀 行 か ら

の シ ン ジ ケ ー ト 中 一 ソは 約70%が 変 動 金利 で あ り,ア メ リカ の高 金 利 政 策 は・

途 上 国 の金 利 支 払 い額 を急 増 さ せ た 。

こ う した状 況 の下 で メキ シ コは1982年8月18日,対 外債 務 を返 済 す るに足 る

財 源 が な い こ とを 公表 した 。 そ して,こ の こ とを契 機 と して多 国籍 銀 行 は途 上

国 に対 す る融 資 を 差 し控 えた た め,ブ ラ ジル,ア ル ゼ ンチ ンな どが 資金 調達 困

難 に 陥 り,債 務 返 済 困 難 へ と追 い込 まれ た の で あ る。

す で に 述 べ た よ うに,現 在 の 途 上 国累 積 債 務 問 題 め 特徴 は,そ の 多 くの部 分

が 民 間 銀 行 融 資 に よ っ て形 成 され て い る こ とに あ る。 この こ とは,対 外 債 務 の ・

大 部 分 が 債 券 の形 態 を と って い た1930年 代 に は対 外債 務 の 支払 い不 能 が,「 個

々の 債 券 保 有 者 に は損 害 を与 え た もの の,そ.れ 以 上 に被 害 が 広 が り,た とえ ば

金 融 シス テ ム全 体 に影 響 が 及 ぶ とい う事 態 には いた らなか った」9の で あ るが,

現 在 で は そ の 当時 とは 異 な る政 府 の 対応 が 要 求 され る とい う こ とを意 味す る。

つ ま り,先 進 諸 国,特 に ア メ リカ政 府 に とっ て は.債 務 返 済 困 難 とな った 途 上

国 の デ フ ォル トを避 け る こ と,さ らに銀 行 へ の利 子支 払 い を確 実 に 実 行 させ る

4)Willi。 童R,Ch・ ・lnternationalDebt:SystemicRiskandPolicyRespons,W・ ・hingt・n・

(越 智 昭=監 訳r国 際 金融 危 機 一銀 行 は い か に対 応 す べ きか 』 ユ985年,41ペ ー ジ)。1984,p.2L
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こ とが 重 要 な課 題 に な る とい う こ とで あ る。

メキ シ コの 債 務 返 済 停 止 の直 後 に行 われ た ア メ リカ政 府IMFお よ びBI

Sに よ る公 的 資 金 の投 入 に よ って,当 面 す る国 際 金 融 危 機 を 回避 した ア メ リカ

は,1983年 に入 って債 務 問題 に対 す る基 本 政 策 を確 立 し てい った 。 そ れ は,83

年2月 の ア メ リ カ上 院 銀 行 ・住 宅 ・都 市 問 題 委 員 会 で の リー ガ ン米財 務長 官 の

証 言 に示 され て い る5)。 こ こ での債 務 対 策 の意 図 は 次 の よ うな もの で あ る。

まず 第 一 は,ア メ リカ政 府 が 途 上 国 白身 の 自助 努 カー 途上 国 自身 の 調整 政 策

一 を要 求 し,そ れ を 達成 す るた め にIMFコ ン デ ィ シ ョナ リテ ィ を途 上 国 に受

け 入れ させ る こ とで あ る。 こ のIMFに よ る調 整 政 策 は,途 上 国 の 緊 縮 政 策 に

よ って輸 入 の 削減 と輸 出 の促 進 を 図 り,も って 債 務 支払 い の 保 障 とす る と い う

こ とで あ る。 ま た,債 務 途 上 国 の貿 易 収 支 の赤 字 は,途 上 国 の為 替 相 場 に その

原 因 が あ る と し て,大 幅 切 り下 げ を要 求す る もの で あ った 。 このIMFコ ソデ

ィ シ ョナ リテ ィ に よ る調 整 政 策 は,個 別 の債 務 国 ご との 「ケ ース ・バ イ ・ケ ー

ス」 方 式 に よ っ て行 われ,こ れ はIMFの 緊縮 政策 を受 け入 れ る 国 に対 し ては

りス ケ ジ ュ ール 条件 の緩 和 や 新 規 融資 を行 うとい う もの で,債 務 国 の分 断 懐

柔 に よ って 債 務 途 上 国 の 団結,先 進 国 へ の 敵対 を阻 止 す る こ とを 目的 と した も

の で あ る。 そ して84年 以 降 は,IMFの 調 整 政 策 を受 け 入 れ る こ とを前 提 と し

て,数 年 分 の債 務 を 一括 して 繰延 べ る 「多 年 度 一 括 リス ケ ジ ュー ル」 の方 式 が

採 用 され る よ うに な った が,こ れ も 「ケ ー ス ・バ イ ・ケ 一 下」 方 式 を 継承 した

もの で あ る 。

第 二 に,IMFの 資金 それ 自体 を銀 行 救 済 に利 用 す る とい うこ とで あ る 。 レ

5)り一 ガン財務長官の議会証言の内容は次の5点 である。

① 長期的に最 も重要なのは債務国による効果的な調整であること。

②IMF等 の公的機関による国際収支赤字の補填融資の重要性と,そ の際のIMFコ ンディシ

ョナリティの必要性。

③ 債務をめぐる緊急事態が発生 した時の貸手国政府及 び中夫銀行の迅速な対応。

④ 健全な調整計画を追求している途上諸国へ商業銀行が融資を継続すること。

⑤ 先進工業諸国とりわけアメリカの持続的経済成長の回復 と自由貿易体制の維持と強化6

U.S.S。nate,lnternati。nalDebt,HearinRsbef・retheSubc・ ・umittee・nlnternati。nalFi・ance

andMonetaryPolicyoftheCommitteeonBanking,Housing,andUrbaロAffairs.98thCon-

gressIstSession,February1993,G.P.0.,pp.55-61.
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一ガ ソ大 統 領 は就 任 以 来 ,対 外 援 助 政 策 につ い て は,IMF等 に よ る多 国 間 援

助 よ りも二 国 間援 助 の方 が ア メ リカ の利 益 に よ り貢 献 す る と して6),IMF増

資 に は消 極 的 で あ った 。 しか し,82年 の 債務 問題 発生 以後,一 転 して ア メ リ カ

はIMF増 資 に積 極 的 に な る。 この よ うに政 策 を変 更 した 理 由 につ い て り一 ガ

ン財 務 長 官 は,ア メ リカ議 会 に お い て 次 の よ うに証 言 して い る。 す なわ ち,彼

は途 上 国 の緊 急 の 流動 性不 足 を 援 助 す る ため にIMF増 資 が必 要 に な ワた こ と

を指 摘 し,IMPの 増 資 が 大 量 の融 資 を行 ワて きた米 銀 の救 済 策 を意 味 して い

るの で は な い か とい う批 判 に応 えて,む しろIMFに よ る途 上 国融 資 が,民 間

銀行 の新 規融 資 の た め の条 件 を確 保 す る こ とに な る とい うの で あ る7㌔ だ が,

後述 す る よ うに,そ の 後 の 新 規 融 資 は停 滞 し,IMFに よ る融 資 は,民 間 銀 行

融 資 を拡 大 す るた め の触 媒 機 能 を果 た し得 なか った の で あ る。 した が っ て実 際

には,IMFに よ る融 資 が 銀 行 へ の利 払 い の 保 障 や銀 行 救 済 と して機 能 した と

い うこ とで あ る.。また 途 上 国 に 緊縮 政策 を確 実 に取 らせ る た め に は,銀 行 の監

視 で は十 分 で は な く,IMFと い う超 国 家機 関 を動 員 す る こ とが必 要 な の で あ

った8>。

第 三 は 民 間 銀 行 の 役 割 の 強 調 で あ る 。 米 銀 は.途 糞 国 貸 付 に つ い て 特 別 な 引

当 金 制 度 を 持 っ て は い な い 。 そ れ ゆ え 貸 倒 引 当 金 は 小 額 と な り,こ れ で は 途 上

国 の 不 良 債 権 を償 却 し て 債 務 問 題 に 対 応 す る の は 困 難 で あ る 。 し か も 融 資 残

高 を み て も は る か に 自 己 資 本 額 を 超 過 し て い る の で あ る か ら,途 上 国 の デ フ ォ

ル ト に よ る銀 行 の 負 担 を 回 避 す る に は,利 子 を 元 本 に 組 み 入 れ る よ り も り ス ケ

ジ 昌 一 ル と新 規 融 資 に よ る 利 子 支 払 い の 維 持 を は か る 必 要 が あ っ た9)。 他 方,

6)Un1し ∈dSt.しesGovernmentPrintingOffiee,EconomicReportofthePresident,Washington,

1982,p.186.(経 済企画庁調査局監訳 『アメ リカ経済 白書』1982年 版,大 蔵 省印刷局,エ982年,

220ペ ー ジ)。

7)U.S.Senate,op・c∫`・,PP・61-76.

8)70年 代に債 務危機 に陥 った ペルーに対 して とられ た多 国籍銀行の ステア リング ・コ ミッテ ィー

に よる緊縮政策の監視は失敗 に終わ り,か わ ってIMFに よる緊縮政策 の監視が実 現 した。 向寿
一氏は これがその後 略 国の債務 リスケ ジー ルのいわば雛形 を提脚 た と指摘 され て!'る ・ 詳

しくは.向 寿一 『世界 マネ ー循環 と多国籍銀行」有斐 閣,1988年,第7章 を参照。

9)ChrisにineA.Bogdanowi¢z.Bindeエt,"TheDebtCrisis=TheBakerPlanRevisited".》 伽r-

nalofInteramericanStudiesandWmldAffairs,Vol..28.No.3,.Fall1986,p.39.
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融 資 残 高 も小 さ く,自 己資 本 に対 す る貸 付比 率 も比較 的低 い 中 小 米 銀 や,1979

年 か ら特 定 国 の不 良 債 権 に対 す る引 当 を 行 って きた西 ドイ ツ な ど欧 州 の 多 国籍

銀 行 は,新 規 融 資 よ り も不 良債 権 の償 却 へ と向 か うこ とに な る。 こ う した事 態

に直 面 して,ア メ リカ政 府 は,中 小 米銀 及 び 他 国 債権 銀 行 に対 して新 規 融 資 の

維 持 を要 求 した の で あ る。

III銀 行監督機関による銀行の財務体質強化

累 積債 務 問 題 が 深 刻 化 す る過 程 で,ア メ リカ の 高 金利 政 策 に よ る銀 行 の 利 子

率 の 急騰 が債 務 返 済 を よ り困難 に して い る とい うこ とは 明 らか で あ った(表6)。

金 利 の 上 昇 が 持 続 して い た84年 当 時,ニ ュ ー ヨ ー ク連 邦 準 備 銀 行 総 裁 で あ っ

た ア ン ソニ ー ・ソ ロモ ンは議 会 で の証 言 等 で新 規 及 び繰 延 べ 貸 出 金 利 の上 限 を

設 定 す る こ とに よ っ て,銀 行 は債 務 国 の債 務 負 担 を緩 和 す べ きで あ る との提 案

を行 って い る。 とこ ろ が,こ う した提 案 も,当 時 エ ネ ル ギ ー関 連 融 資 の焦 げ つ

き に よ っ て経 営 困難 に 陥 って い た コ ンチ ネ ン タル ・イ リノ イ銀 行 の救 済 の必 要

性 が強 調 され た 時 点 で,実 質 的 に消 滅 した 。 そ れ 以 来,中 央 銀 行 やOECD諸

表6発 展途上国へ の融資条件

全 潰 権 者

利 子 率(%)

満 期(年)

猶予期間(年)

公的債権者

利 子 率(%)

満 期(年)

猶予期 間(年)

民 間債権者

利 子 率(%)

満 期(年)

猶予期 間(年)

1970

5,4

20.4

5.9

3,8

28.4

8.0

7.5

10,1

3.3

1975

7.0

16.3

5.3

5.2

25.3

8.0

6

3

9

8

8

2

1980

9.3

15.9

4.9

5,6

23.7

6.2

12.6

9.2

3.9

1981

11.1

14.1

4.6

6.7

21.3

5.5

13.9

9.6

4.0

1982

10.5

14.1

4.4

7.5

22.0

5.7

12.3

9.3

3.7

1983

9.1

14.0

4,3

7.3

21.7

5.6

10.6

8.2

3.3

1984

9.2

15.5

5.0

7.0

22.5

5,7

11.0

9.5

4.4

1985

8.0

16.1

5.6

6.5

23.3

5,9

9,1

10.7

5.3

(出 所)TheWoxldBank,WorldDebtTable∫1986-87Edition,p.3よ り作 成 。
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国 の政 府 か らは,商 業 銀 行 に負 担 を負 わ せ る よ うな非 商 業 的 な提 案 は 出 さ れ な

くな った10)。

した が って 非 商 業 的 な提 案 で は実 効 性 を持 ち得 な い の で あ るか ら,政 府,銀

行 監 督 機 関 の対 応 と して は,銀 行 の財 務 体 質 の強 化 が.債 務 問 題 に対 す る銀 行

救 済 のた め の重 要 な課 題 と して 浮 か び あ が って くる。82年 に債 務 問 題 が 表 面 化

す る ま で は米 銀 の途 上 国融 資 に対 す る準 備 金 や 自己 資 本 比 率 とい った規 制 は基

本 的 に は存 在 しな か った 。 しか し,銀 行 に対 す る会 計 原 則 は厳 格 で あ り,利 子

支 払 い が90日 以 上 遅 れ た 場 合 は 利 子 収 入 と して計 上 す る こ とが許 され ず,ノ ソ

・パ フ ォー ミン グ ・・一 ソ と して引 当金 を積 まな け れ ば な らな い。;う した 不

良 債 権 が 急 増 す るな らぼ銀 行 経 営 を圧 迫 す る こ と に な りか ね な いの で あ る。 こ

う した事 態 に対 して ア メ リカの 連 邦銀 行 監 督 諸 機 関(連 邦 準 備 制 度 理 事 会,連

邦 預 金 保 険 公 社,通 貨 監 督 官 局)が と った措 置 は.第 一 に,準 備金 の充 実 で あ

った 。1983年11月30日 に制 定 され,84年2月 に発 効 した 国 際 貸 付 監 督 法(lnter一

「nationalLendingAct)4t
,特 定 問 題 国 向 け債 権 を有 す る銀 行 に対 し.初 年 度

は元 本 の10%を,次 年 度 以 降 は15%を 準 備 金 と して,監 督 機 関 が 指 定 す る ま で

積 み 立 て る こ と を義 務 づ け て い る。

第 二 は 自己 資本 規制 で あ る。1983年6月 に,資 産 が150億 ドル を超 え,国 際

業 務 を行 うFRB(連 邦準 備 制 度)加 盟 の大 手 銀 行17行 は,総 資 産 に対 す る一

次資 本率1Pを5%以 上 に維 持 す る よ うFRBか ら指 導 され た12)。 さ らに85年 以

降,す べ て の銀 行 が 一 次 資 本 比 率 を5.5%.二 次 資本 の総 資 産 に対 す る比 率 を

6%に それ ぞれ 維 持 す る こ とを義 務 づ け られ た18)。

現 在,ア メ リカ の主 要 商 業 銀 行 は,多 国 籍 銀 行 と して の 発 展 を遂 げ て い る。

、0)Da.idF.L。 皿ax,TheDevelopingCountryDebtCrisis,L・ ・d。・・1986・PP・169-171・(越智昭

二監訳 『累積債務の脅威一金融崩壊は防げるか』金融財政事情研究会,1987年,223～226ペ ージ)。

11)連 邦準備制度理事会による資本の定義は次のようなものである。
一次資本は,普 通株株主持分,連 結子会社の少数株主持分,無 期限優先株式。強制的転換有価

証券(強 制的株式購入契約を含む)お よび貸倒引当金から成るものとする。

二次資本は,期 限付優先株式および長期負債から成るものとする。

12)「 累積債務問題と銀行の対応」『三菱銀行調査』1984年7月 。

13)熊 田浩 『国際金融からみた累積債務問題』 マネジメン ト社.1987年.76ペ ージ。
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そ して 途上 国貸 付 も,ユ ー ロ市 場 等 の海 外 市 場 の支 店 あ るい は 現 地 法 人 を媒 介

に して 行 わ れ て い る。 した が っ て,銀 行 の規 制措 置 は ア メ リカ国 内 に と どま ら

ず,国 際 的 分 野 にお い て もな され て きた の で あ る。1974年 に,ユ ー ロ市 場 での

外 国為 替取 引 の失 敗 に よ っ て フ ラ ン ク リ ン ・ナ シ ョナ ル 銀 行,ヘ ル シ ュ タ ッ ト

銀 行 が 倒 産 し,国 際 業 務 を 営 む銀 行 に対 す る監 督 責 任 が 問 題 と され た 。 これ に

対 して ベ ル ギ ー,カ ナ ダ,フ ラ ンス,酉 ドイ ツ,イ タ リア,日 本,ル クセ ン ブ

ル グ,オ ラ ンダ,ス ウ ェー デ ン,ス イ ス,イ ギ リス,ア メ リカが メ ソパ ー とな

り,「 銀 行 規 制 ・監 督 委 員 会 」が 創 設 され,75年 に第 一 回協 定(バ ーゼ ル 協 定)

が 作 成 され た.

しか し,こ の 「協 定 士 が適 用 され るの は,銀 行 監 督 につ い て の み で あ り,最

後 の よ り ど ころ とな る貸 手 と して の 責任 分 担 につ い て は 言 及 して い な い。1983

年 に は 「第 二 回協 定 」 が 作成 され た が,そ の 改 革 の 中 心 は,海 外 子 会 社 の連 結

ベ ー ス で の監 督 とい う原 則 を推 進 した こ とで あ る。 しか し,最:後 の貸 手 機 能 の

問 題 ぽ依 然 不 明確 な ま ま に残 され た14)。 この こ とは,国 際 的 な貸 付 業 務 とい え

ど も,結 局 は 国家 に よ る最後 の 貸 手機 能 を動 員 せ ざ る を得 な い とい う こ とを意

味 して い る の で あ るが,こ の 時 点 で は,今 後 の 課 題 と して残 され た ま ま で あ っ

た。

IV累 積債務問題に対するアメリカ多国籍銀行の対応

上 述 した よ うな ア メ リカの債 務 政 策 は,累 積 債 務 問 題 に直 面 した ア メ リカ の

多 国籍 銀 行 の蓄 積 行 動 と次 の よ うな関 係 に あ った の で あ る。 ア メ リ カの 多 国籍

銀 行 は,な に よ り も途 上 国 に 対 す る リス ケ ジ ュール,新 規 融 資 に よ って途 上 国

の債 務 返 済 を維 持 す る こ と を必 要 と した 。 そ れ を実 現 す る た め に は まず 第 一 に.

リス ケ ジ ュ ール の コ.ス トをい か に他 に転 嫁 す るか とい うこ とで あ り,同 時 に非

ユ4)銀 行規制監 督委員会 は,1987年12月 に,最 後 の貸手 機能 とは別 に,国 際的 な貸付 に対す る規制

を発表 した.そ れは自己資 本比率規 制の国際統一基準 を決定す る もので,1991年3月 末 か ら93年

3月 末 までに自己資 本比 率を7,25%,1993年3月 末までに8%と す ることを義務づ ける内容 であ

るり
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商 業 的 な条 件 や,債 務 の 棒 引 き とい った 事 態 を拒 否 す る とい う こ とで あ る。

こ う した課 題 の下 に,救 済 融 資 にお け るIMFや 先 進 諸 国 政 府 の資 金 の増 大.

要 求 が 出 て く る こ とに な る.ま た.ア ・ リカ商 業 銀 行 に と ・て は・ 途 上 国融 資

か ら撤 退 し よ う とす る ヨ ー ロ ッパ の銀 行 を途 上 国融 資 に 引 き止 め,日 本 の 銀 行

の 途 上 国 融 資,と りわ け ラテ ン ・ア メ リカ融 資 の増 大 を獲 得 す る こ とが必 要 で

あ った。

第二 には,ア メ リカ多 国籍 銀 行 は,銀 行 監督 諸機 関 の 規制 に基 づ い て 自己 資

本 の充 実 に よ る財 務 体 質 の強 化 を行 い,そ う した 諸 規制 を利 用 レ つ つ.国 内 ・

国 外 の 銀 行 間 で の競 争 力強 化 を追 求 し,新 た な収 益 分 野 の獲 得 を め ざす こ とで

あ 一.た。つ ま り,こ う した二 つ の 課 題 を通 して ア メ リカ 多 国籍 銀 行 が債 務 問 題

を 競争 力強 化gた め に利 用 す る とい う こ とで あ る。

まず 第一 に,米 銀 に よ る りス ケ ジ ュー ル ・コス トの転 嫁 過程 をみ る こ とにす

る。 メキ シ 。 の債 翻 題 発 生 脈,債 務 途 上 国1よIMFの 離 政 策 の採 用 を要

求 され て き た。 民 間銀 行 の リス ケ ジ ュ ール や 新 規 融 資 は,基 本 的 に は このIM

Fと の合 意 を前 提 に して行 わ れ た 。 ヨ ー ロ ッパ の 銀 行 は,債 務 問 題 の発 生 当初

か ら途 上 国融 資 に 対 して 準 備 金 の 積 み 増 しや 償 却 を行 って きた。 この こ とは,

ヨ ー ロ ッパ の 銀 行 が 途 上 国 へ の新 規 融 資 を行 う必 要 性 が,米 銀 に比 べ て 小 さか

。た こ と を意 味 して い る。 しか し,実 際 に は 次 の よ う な手続 駒 も とで 融 資 条

件 は 決 め られ て い た、 民 間銀 行 は,途 上 国 との 交 渉 に 際 してIMFの 調 整 政

策 受 け入 れ を前 提 に しつ つ,多 額 の債 権 を持 つ 数 行 の 銀 行 か ら成 る ア ドバ イ ザ

リー ・コ ミッテ ィ を通 じて 交 渉 す る。 こ の ア ドバ イザ リー ・コ ミッテ ィは.個

別 の途 上 国 ご とに リス ケ ジ ュー ルや 新 規 融 資 の期 間,金 利,金 額 な どの 条件 に

つ い て交 渉 す るの で あ る。 個 々 の債 務 国 の債 権 銀 行 は,数 百行 か ら構成 され て

い る こと が一 般 的 で あ るが.ア ドバ イザ リー ・コ ミヅ テ ィ に参 加 す る銀 行 数 は

多 くて も十 数 行 で あ り,し か も国 際 的 な 巨大 銀 行 が を の議 長 銀 行 を独 占 して い

る。 そ の 中 で も米 銀 は,19ケ 国 の委 員 会 で共 同議 長 あ るい は単 独 で議 長 行 に な

、5)Do.ldF.L。m。x,op.cit.,pp.151一 ・52.(越 棚 二蟹 ・前掲書・200～2。2ページ)・
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っ て お り,シ テ ィバ ン クだ け で8委 員 会 の 議 長 を務 めて い る15}。こ の こ とは,

途 上 国 との交 渉 に お い て 巨 大 な債 務 残 高 を有 す る銀 行 数 行 が,リ ス ケジ ュー ル

や新 規 融 資 の 諸 条件 を決 定 し,そ の 他 の 債 権 銀 行 を そ の方 針 に従 わ せ る もの で

あ る とい うこ とを意 味 して い る。 融 資 額 の割 り振 りは,基 本 的 には既 存 の融 資

残 高 に応 じて 名.債権 銀 行 に割 り振 られ る の で あ り,途 上 国融 資 か らの 撤 退 を図

ろ う とす る欧 州 銀 行 や,ア メ リカ の 中小 銀 行 か ら.リ ス ケ ジ ュ ール や新 規 融 資

を引 き出 す ヒで重 要 な役 割 を果 た した と考 え られ る。

しか し,ヨ ー ロ ッパ の銀 行 や 中小 米 銀 は,こ う した下 で も途 上 国 融 資 か ら撤

退 して きた 。 それ は,ヨ ー ロ ッペ各 国 の場 合,ア メ リカ とは 異 な る会 計 原 則 に

よ って,途 上 国 向 け貸 付 に対 す る準 備 金 の積 み 立 て が か な り進 行 し てお り.そ

れ に基 づ い て途 上 国 債 権 の償 却 を実 行 し えた か ら であ る。

した が って ア ヌ リカ 多 国籍 銀 行 は,途 上 国 の リス ケ ジ ュ ール の増 大 や 「多 年

度 一 括 リス ケ ジ ュ ール」 の採 用 に よ って途 上 国 へ の債 権 が 固定 化 され,ス プ レ

ッ ド(上 乗 せ金 利)が 低 下 す る とい う状 況 の 下 で,第 二 の対 応 と して 自 行 の 財

務 体 質 強 化 の た め に,自 己 資 本 比 率 の上 昇 を必 要 と した。 自己資 本 比率 を高 め

るた め に は,資 本 自体 を充 実 ・増 大 させ るか.総 資産 を圧 縮 さ せ る か の い ず れ

か で あ る。 そ して 実 際 には 両 者 の方 法 が と られ る こ とに な った 。9大 米 銀 の 自

己 資 本(一 次 資 本)に 対 す る非OPEC途 上 国 向 け融 資残 高 の 比 率 は.82年6

月 の270%か ら85年 末 の147%に 改 善 され た 。 他 方,途 上 国 向 け融 資 残 高 は1.4

%の 増 加 に と どま って い る(表7)。

こ う した動 き とは対 照的 に,日 本 の銀 行 は,82年 以 降 も途 上 国 貸 付 残 高 を増

大 さ せ て きた 。邦 銀 の ラテ ン ・ア メ リカ向 け 中 長 期 貸 付 は,83年 末 に 円建4940

億 円,ド ル建218億 ドル で あ った が,85年 末 に は 円建1兆2260億 円,ド ル建253

億 ドル に まで 増大 して い る(表8)。 邦 銀 に よ る途 上 国 融 資 の拡 大 は,途 上 国

へ の 影響 力 の 増 大 を狙 った 独 自 の国 際 業 務 の 拡 大 で あ るが,そ れ は結 果 的 に は,

米銀 の 融 資減 少 を穴埋 めす る と い う役 割 を担 わ され る こ と を意 味 して い.た1ω。

16)こ のような邦銀の行動 を毛利良一氏は,① 「後発 ・急速追い上げ型」② 「米銀追随 ・危機管/
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表7主 要 米銀9行 の非OPEC途 上国 向け債権残高 と対 自己資 本比率

(単位,百 万 ドル,%)

82年6月 末83年12月 末85年12月 末82～85年 増 加 率

発展途上国向け債権残高

対自己資本比率

61518

270.2

65854

208.8

62406

147.5

1,4

中南米向け債権
残高

対自己資本比率

40660

178.6

42656

135.3

44363

104.8

9.1

自 己 資 本 22767 31538 42318 85.9

(注)

(源資料)

(出所)

主要9行=シ テ ィコ ー プ,バ ン カ メ リカ,マ ニ ュ フ ァ クチ ャ ラー ズ ・ハ ノ ーバ ー,モ

ル ガ ン,ケ ミカ ル,セ キ ュ リテ ィ ・パ シ フ ィ ッ ク.バ ン カー ス ・ トラス ト.フ ァ ー ス

ト・イ ン タ ース テ ー ト。

FRB。

『金 融 則 政 事1青 』1987年5月4日,77一.ミ ージ.よ りf乍成 。

表 δ 邦銀 中長期 対外貸 付残 高の推移

(単位,10億 円,憶 ドル)

1982

1983

1984

1985

1986

(注)

.(出 所)

中 南 米

円 建

N.A,

494

852

1226

1586

外 貨 建

N.A,

2ユ8

249

253

282

対外貸付総計

円 建

3440

4491

6476

8842

10619

外 貨 建

532

586

664

731

948

N.A.は 資料 がない。

r大 蔵省 国際金融局 年報 』各年版 より作成。

このように累積債務問題へのアメリカ多国籍銀行の対応は,自 己資本の充実

による財務体質の強化 と,途 上国貸付の圧縮であった。それはまた,新 たな収

益基盤の獲得をめざす競争の展開でもある。 この競争は.自 己資本比率増大の

.ために資産を増大させ るこ.となく利益を獲得 しうる方向を推進するものとして.

＼理補完型」③ 「健全性 の軽視」 と特徴 づけ られ てい る(毛 利良一 『国際債 務危機の経済学』東洋

経済新報社,ユ988年.74～81ペ ージ)。'これ らは,邦 銀の行動様式の特徴 をよ く示 している。
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図1国 際資 本市場 におけ る資金 調達 形態 の変化

(単位r10億 ドル)

250

200

150

100

50

(注)NIFSは ノー ト ・イ ッ シ ュア7ス ・フ ァ シ リテ ィ,

FRNsは 変 動 利 付 債 で あ る。

(出 所)BankofEngland,QuarterlyBulletin.Dee.1985.

よ り作 成。

バ ラン ス シ ー トに載 らな いバ ック ア ヅプ ・フ ァシ リテ ィ等 の設 定 に よ るオ フ!ミ

ラ ンス シー ト ・フ ァ イナ ンス や.ユ ー ロ債 等 の 引 き受 け に よ る投 資銀 行業 務 で

の手 数料 収 入 を め ぐる競 争 で あ る1D。 この 競 争 を通 じて,世 界 的 な資 金 の 流 れ

は シ ン ジ ケ ー ト ・ロー ン中心 の途 上 国 貸付 か ら,ユ ー ロ債 等 に よ る先 進 国企 業

な どの資 金 調達 に移 動 し,途 上 国 へ の 資 金 流 入 は一 層 減 少 した の で あ る(図

1)。 こ う して 累 積 債 務 問 題 に直 面 した ア メ リ カの 多 国 籍銀 行 は,ア メ リ カ 政

府 の債 務政 策 を 自 らの利 潤拡 大 の た め に利 用 した の で あ る。 しか し,こ う した

ア メ リカ多 国籍 銀行 は、 ア メ リカ政 府 の意 図 に反 して債 務 途 上 国 へ の新 規 融 資

を縮 小 させ た の で あ り.そ の こ とに よ って累 積 漬 務 問 題 は解 決 の 方 向 に向 か う

こ と な く一 層 深 刻 化 した の で あ る。

17)セ キ ュリタイゼーシ ョンに伴 うア メリカ商業銀行の業務内容の変化について は,松 井和夫 『セ

キ ュリタイゼ ーシ割ン』東 洋経済新報 社,1986年 を参照。
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お わ り に

以 上 検 討 して きた よ うに.こ の段 階 で の ア メ リカ政府 の債 務 対 策 の 中心 は,

途 上 国 へのIMFコ ンデ ィ シ ョナ リテ ィ に よ る緊縮 政 策 の押 しつ け と.そ れ に

よ る多 国籍 銀 行 へ の債 務 返済 の保 障 で あ った 。 ア メ リカ が この よ うな政 策 を と

った の は,途 上 国債 務 問 題 を短期 的 な流 動 性 不 足 の 問題 と して位 置 づ け,途 上

国 へ の 緊縮 政策 の押 しつ け とそれ と引 き換 え のIMF融 資 に よ って,当 面 の 債

務 返済 困難 を解 決 し,そ の後 民 間資 金 の流 入 が増 大 す れ ば 長期 的 には 累 積 債 務

問 題 が 解 決 ず る とい う見 通 しを持 って い た か らで あ る18)。 これ に対 して,83年

1月 にUNCTAD事 務 局 は,IMFコ ンデ ィシ ョナ リテ ィの緩 和.民 間銀 行

の リス ケ ジ ュー ル,新 規 融 資 の継 続,公 共援 助 の 増 大 等 に よ る債 務 問 題 解 決 の

方 向性 を提 案 して い た19)。 しか し,こ の提 案 は 実 施 され ず,リ ー ガ ン財 務 長

官 の議 会 証 言 で の政 策 が 実 現 す るの で あ る。 この よ うな政 策 が と られ る必 然 性

は,こ の政 策 が ア メ リカ多 国 籍 銀 行 の 次 の よ うな要 求 を反 映 した もの で あ った

と ころ に あ る。 ア メ リカ多 国 籍 銀 行 が 自己 資 本 を大 幅 に上 回 る途 上 国貸 付残 高

を抱 え,し か もそ れ に対 す る準 備 金 の積 み立 て もな され て い な い とい う状 況 で

は,金 利 の 一 方 的 引 き下 げ や,債 務 の棒 引 きな ど を実 施 す る基 盤 が 存在 しな い

の で あ り,こ うした ア メ リカ多 国籍 銀 行 が損 失 を被 る よ う な手 段 に よ る解 決 は

不 可 能 で あ る。 した が って,ア メ リ カ多 国籍 銀 行 が 途 上 国 に債 務 返 済 を短 期 的

に実行させるには,途 上国における生産に必要な資本財,中 間財の輸入制限や

為 替 相 場 の大 幅 切 り下 げ に よ る国 内 イ ン フ レ の加 速 化 を もた ら して で も,貿 易

余 剰 を生 み 出 させ る こ とに よ って途 上 国 国 民 の金 融 的 収 奪 を行 う必 要 が あ っ た

の で あ る。 そ して,そ の 間 に 自己 資 本 の 充 実 と準 備 金 の積 み増 しに よ って途 上

ユ8)ア メ リカ経済政策立案 の シンクタ ンクであ る国際経済研究所(IIE)主 任研究員 である クラ

イ ンの主張 は,こ うした ア メリカ政 府の主張を代弁 した もので あるoWilliamR.Cline,op.c∫ ご..

越 智昭二監訳,前 掲 書)。

19)奥 田宏 司 『多 国籍銀行 とユー ロカ レンシー市場一 ドル体制の形成 と展開』 同文$t,1988年,286
～293ペ ージ。
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国 債 務 の不 良債 権 化 に 備 え,新 た な蓄 積 基 盤 の開 拓 と,途 上 国 新 規 融 資 の 削減

を実 行 した の で あ る。 この よ うに,IMF主 導 に よる緊 縮 政 策 は,途 上 国 に お

け る生 産 的 投 資 の 拡 大 とそれ に よる剰 余 価 値 の生 産 と取 得 とい う方 向 で は な く,

多 国籍 銀 行 に よ る一 方 的 な金 融 的 収 奪 を途 上 国 に しい る こ と を意 味 して いた 。

だ が この よ うな政 策 は,短 期 的 に は途 上 国 国 民 の 収 奪 に よ って 債 務 返 済 を実 行

させ えた と して も,長 期 的 には剰 余価 値 生 産 を阻 害 す る こ とに よっ て途 上 国 が

輸 出 余剰 を生 み 出 す こ と を困 難 にす る もの で あ り,し た が って 途上 国 に よ る継

続 的 な債 務 返済 を不 可 能 にす る もの で あ る こ とは 明 らか で あ る。 そ れ ゆ え,ア

メ リカ政 府 の 債 務 対 策 は,債 務 問題 を根 木 的 に解 決 す る も ので は な く,こ う し

た ア メ リカ多 国籍 銀 行 の蓄 積 行 動 を 反映 した もの であ った 。 そ して そ の結 果 は.

途 上 国経 済 の 悪化 と債 務 の 一 層 の 累 積 と い う形 で 矛 盾 を激 化 さ せ る こ と にな っ

た の で あ る。

(ユ989年7月 稿)


